
（平成２３年６月８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 21 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 29 件

国民年金関係 14 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

千葉国民年金 事案 3588 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年９月から 47 年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 39 年９月から 44 年７月まで 

             ② 昭和 46 年８月から 47 年６月まで 

    私の年金記録のうち、申立期間①については、勤務先の会社が厚生年

金保険に未加入であったので会社の上司が国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を給料から控除し納付していたはずである。申立期間②

については、保険料を自分で納付していたので、申立期間①及び②が未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②のうち、昭和 46 年９月から 47 年６月までの期間については、

申立人の所持する国民年金手帳に、同年３月 24 日に同年金手帳が発行さ

れたことが記載されていることから、同日に国民年金の加入手続が行われ

たと推認でき、当該期間の国民年金保険料は現年度納付することが可能な

期間である。 

   また、申立人から提出された「納付書・領収証書」において、申立人が

当該期間直後の昭和 47 年７月から同年 12 月までの保険料を 50 年２月 21

日に特例納付したことを確認できることから、この時点において、申立期

間②のうち、46 年９月から 47 年６月までの保険料が未納であったとは考

え難く、申立人は、当該期間の保険料を納付していたものと考えるのが自

然である。 

   一方、申立期間①及び申立期間②のうち昭和 46 年８月については、上

記年金手帳において、国民年金被保険者の資格取得日が同年９月１日と記

載されているところ、オンライン記録によれば、当該期間に係る国民年金



 

被保険者の資格記録が平成３年３月４日付けで追加訂正されていることか

ら、当該訂正が行われるまで当該期間は国民年金に未加入の期間であり、

制度上、保険料を納付することができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間①に係る国民年金の加入手続及び保険料納

付を勤務先の会社が行ったと主張しているが、当時の状況を確認すること

ができない上、申立人は、加入手続及び保険料納付に直接関与していない

ことから、申立期間①に係る加入手続及び保険料の納付状況は不明である。 

   加えて、申立期間①及び申立期間②のうち昭和 46 年８月の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年９月から 47 年６月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3589 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月から 53 年３月まで 

    私の結婚前の国民年金保険料は、母が自治会役員による集金で家族の

保険料と一緒に納付したはずである。昭和 53 年５月に結婚のためＡ県

Ｂ郡Ｃ町からＤ市に転出する際に受け取った「国民年金納付状況連絡

票」には、48 年４月から 53 年３月までの 60 か月が納付済みと記載さ

れているので、納付記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 53 年５月にＡ県Ｂ郡Ｃ町からＤ市に転居する際にＣ町

が発行した「国民年金納付状況連絡票」を所持しており、同連絡票には

48 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料が納付済みであることが記

載されている上、転入先であるＤ市の保管する申立人の国民年金被保険者

名簿には「48.4～53.3 納」の記載があることから、同市において申立期

間が納付済みであることを確認していたものと考えられる。 

   また、申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き、

保険料を全て納付していることを考慮すると、申立期間の保険料は納付し

ていたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3590 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの期間及び 60 年４月から

61 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年 10 月から 59 年３月まで 

             ② 昭和 60 年４月から 61 年３月まで 

私は、国民の義務だと思い、国民年金保険料を全て納付してきたは

ずであるので、昭和 58 年 10 月から 59 年３月までの６か月間及び 60 年

４月から 61 年３月までの 12 か月間が未納とされていることは納得でき

ないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後は長期にわたり国民年金保険料を納付しており、

前納制度も利用するなど、納付意識の高さがうかがえる。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入者の資格取得

日から昭和 58 年 10 月下旬に払い出され、国民年金の加入手続は同時期に

行われたと推認でき、申立期間①は加入当初の期間であり、国民年金の加

入手続を行いながら、その当初から保険料を未納にするとは考え難い。 

   さらに、申立期間①当時同居していた申立人の母は、申立期間①の保険

料を納付済みである上、申立人は昭和 60 年１月に婚姻しているところ、

申立人の元夫は、申立期間②の保険料を納付済みである。 

   加えて、申立人は、申立期間②の前後の期間は納付済みである上、申立

期間①及び②は合計しても 18 か月と比較的短期間であることを踏まえる

と、申立期間①及び②の保険料は納付していたものと考えるのが自然であ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3591 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年 10 月から 57 年３月までの国民

年金保険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年３月から同年５月まで 

             ② 昭和 56 年 10 月から 57 年３月まで 

    私は、昭和 56 年３月に結婚のためＡ（職種）を退職した後、Ｂ市役

所において国民年金の加入手続を行った。 

    申立期間①の国民年金保険料はＢ市役所で納付し、申立期間②は氏名

の変更届を提出したときにＣ区役所で納付しており、付加保険料を含め

て納付したのに申立期間①及び②が未加入及び未納とされていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、６か月と短期間である上、前後の期間の国民

年金保険料は納付済みであり、オンライン記録において、申立人は申立

期間②の直前の昭和 56 年６月から同年９月までの保険料を付加保険料

を含めて納付していることが確認できる。 

    また、申立人は、Ｃ区役所で保険料を納付したと申述しているところ、

Ｂ市が保管する国民年金被保険者名簿により申立人は昭和 56 年 12 月２

日にＣ区に転出したこと、及びＣ区が保管する被保険者名簿により 57

年３月 31 日にＢ市から職権により転入とされていることが確認できる

ことから、Ｃ区において昭和 56 年度の納付書が発行されたことが推認

でき、申立期間②の保険料は現年度納付することが可能であることを踏

まえると、申立人は申立期間②直前の期間と同様に申立期間②の保険料

を付加保険料を含めて納付していたものと考えるのが自然である。 

 



 

  ２ 申立期間①については、申立人の所持する年金手帳の国民年金の記録

（１）欄には、昭和 56 年６月 23 日に国民年金に任意加入していること

が確認でき、当該資格取得日はオンライン記録、特殊台帳及び被保険者

名簿とも一致することから、申立期間①は国民年金に未加入の期間であ

り、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

    また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

    さらに、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 56 年 10 月から 57 年３月までの国民年金保険料を付加保険料

を含めて納付していたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3592 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年１月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月から同年 12 月まで 

    私は、平成２年４月に大学に入学し、親元から郵便局の口座に仕送り

を受けていたが、国民年金に加入した３年４月からは国民年金保険料分

が仕送りに追加され、そのお金で保険料を納付してきた。母が病気にな

った６年 10 月からは現金での仕送りとなり状況が変わったが、４年１

月から同年 12 月までは納付済みとなっている前後の期間と状況が同じ

であるため、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は平成３年４月からは国民年金保険料分が仕送りに追加され、そ

のお金で保険料をＡ市役所Ｂ支所で納付してきたと述べているところ、申

立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の資格取得日が全て同年

４月１日となっていることから、申立人の国民年金の加入手続は同年４月

頃に行われたことが推認できる上、オンライン記録において、申立人は申

立期間の前後の期間の保険料を現年度納付していることが確認できる。 

   また、申立人から提出された申立人名義の郵便貯金通帳において定期的

に仕送りを受けていることが確認できる上、申立人の所持する年金手帳に

は申立期間当初にＡ市において住所変更手続を行ったことが確認でき、申

立人がＡ市において保険料を納付したとする申述と符合することから、申

立人が申立期間の保険料を納付したと考えても特段不自然ではない。 

   さらに、申立人は、保険料額は月額 9,000 円から１万 500 円であり、期

間中に１回値上がりした気がすると述べており、当該金額は申立期間の法

定保険料額とおおむね一致している。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉国民年金 事案 3593 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年７月から同年９月までの期間及び 52 年４月の国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年７月から同年９月まで 

             ② 昭和 52 年４月 

    私は、昭和 44 年 10 月頃に、父が国民年金の加入手続を行ってくれた

ことを当時から認識していた。国民年金保険料の納付に関しては、納付

状況は一切思い出せないが、当時働いており収入もあったことから、私

自身が納付しているはずである。申立期間が未納とされていることは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、昭和 44 年 10 月頃に、父が国民年金

の加入手続を行ってくれたことを当時から認識していたと主張していると

ころ、申立人の所持する国民年金手帳の発行日が同年 11 月６日であるこ

とが確認できることから、同時期に申立人の父が国民年金の加入手続を行

ったことが推認でき、加入時期は申立人の主張とおおむね一致する。 

   また、申立期間①は３か月と短期間である上、加入当初の昭和 44 年 10

月から 48 年３月までの期間及び申立期間①の直後の同年 10 月から 49 年

３月までの期間の国民年金保険料は、それぞれ国民年金手帳の印紙検認記

録欄及びオンライン記録において現年度納付していることが確認できるこ

とから、申立人は申立期間①の保険料を現年度納付していたものと考える

のが自然である。 

   申立期間②については、オンライン記録において、直前の昭和 51 年度

の保険料は現年度納付していることが確認でき、申立期間②は１か月と短

期間である上、当時同居していた申立人の母及び兄の申立期間②の保険料



 

は納付済みであることを踏まえると、申立人は申立期間②の保険料も現年

度納付していたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

千葉厚生年金 事案 3592（事案 1698 の申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 27 年

２月２日であると認められることから、申立期間に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 27 年２月から 29 年４

月までは 8,000 円、同年５月から 34 年６月までは１万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年 10 月 26 日から 34 年７月１日まで 

私は、前回の申立ての結果、申立期間の一部は認められたが、Ａ社

に勤務した当初から厚生年金保険料が給与から控除されていたはずであ

り、再度調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が所持する退職金支払明細書

及び永年勤続表彰状により、申立人は、Ａ社に継続して勤務し、申立期間

のうち、昭和 32 年４月１日から 34 年７月１日までの期間について、事業

主により給与から厚生年金保険料を控除されていたこと、及び事業主は当

該期間に係る保険料納付義務を履行していないと認められることから、既

に当委員会において決定したあっせん案の報告に基づき、平成 22 年３月

24 日付けで総務大臣から年金記録に係る苦情のあっせんが行われている。 

   しかし、当該あっせん後に、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿における申立人の父と思われる氏名及び生年月日が明治 28 年＊月＊

日の被保険者記録（昭和 27 年２月２日取得、34 年７月１日喪失）が、申

立人の記録であり、何らかの手違いによって申立人の父の氏名で記録され

たものと認められる周辺事情が確認できたことから、事業主は、申立人が

27 年２月２日に資格を取得し、資格取得時の標準報酬月額を 8,000 円で

ある旨の届出を行い、29 年５月から 34 年６月までに係る標準報酬月額は、



 

１万 8,000 円である旨の届出を行ったと認められる。 

   また、申立期間における標準報酬月額については、上記申立人のものと

認められる被保険者名簿の記録により、昭和 27 年２月から 29 年４月まで

は 8,000 円、同年５月から 34 年６月までは１万 8,000 円とすることが妥

当である。 

   ちなみに、申立人は、「私の父は、自分がＡ社に入社する際の身元引受

人であるが、申立期間当時は所在地が異なる別の事業所に勤めていた。」

と供述しているところ、申立人の父の生年月日は、明治 28 年＊月＊日で

あり、父の申立期間当時の厚生年金保険の被保険者記録を調査した結果、

申立人が供述した事業所において、申立人の父は昭和 28 年７月２日から

41 年 10 月１日まで被保険者となっていることが確認できる上、Ａ社に係

る上記被保険者名簿の原本を改めて確認した結果、かすかではあるが、申

立人の父の名前「＊」及び被保険者台帳記号番号が消去され、その上に申

立人と思われる名前及び生年月日の記載があり、訂正された被保険者台帳

記号番号は、全く別人のもので、年金事務所では同番号に訂正された経緯

は今となっては不明であると回答しており、当時の記録管理が適切に行わ

れていなかったことがうかがわれる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 26 年 10 月 26 日から 27 年２月２日までの

期間については、事業主により給与から保険料を控除されていたことが確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、申立人が厚生年

金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3593 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 31 年 12 月１日から 32 年７月 25 日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を 32

年７月 25 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 6,000 円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年 12 月１日から 33 年４月１日まで 

    私は、昭和 31 年３月から 33 年３月までの約２年間、Ａ社で勤務した

のに、31 年 12 月以降の厚生年金保険の加入記録が無い。 

    高校卒業後初めて就職し、Ａ社を退職後、Ｂ（施設）に１年間入所し、

Ｃ（業務）を学び、昭和 34 年からＤ社に再就職したことを覚えており、

申立期間も厚生年金保険料を控除されていたので、厚生年金保険の加入

期間となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言により、申立人が昭和 32 年７月 25 日頃にＡ社に勤務して

いたことが推認できる。 

   また、商業登記簿により、Ａ社は、昭和 33 年９月８日に総社員の同意

により解散し、同年９月 11 日に解散登記を行っていることが確認できる

ところ、事実上の事業主は、「時期は覚えていないが、Ａ社の従業員のほ

とんどをＥ社に移籍したが、Ｆ（業務）の免許はＡ社が持ち、営業を継続

していたので、31 年 12 月１日に適用事業所でなくなる届出を行った覚え

は無い。申立期間は、給与から厚生年金保険料を控除していた。」と回答

している上、事実上の事業主の妻は、「正社員であればＡ社及びＥ社のい

ずれに在職していても保険料を控除していたと思う。」と供述している。 



 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において昭和

31 年 12 月１日に被保険者資格を喪失している 29 名のうち、Ｅ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において同社が適用事業所になった

33 年３月１日に被保険者資格を取得している者が９名確認できることか

ら、Ａ社は、31 年 12 月１日から 33 年３月１日までの期間についても当

時の厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていたと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間のうち、昭和 31 年 12 月１日か

ら 32 年７月 25 日までの期間について、申立人は、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

31 年 12 月１日資格喪失時の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000

円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立期間のうち、昭和 31 年 12 月１日から 32 年７

月 25 日までの期間については、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満

たしていたにもかかわらず、社会保険事務所に適用事業所でなくなる届出

を行ったものと認められることから、当該期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 32 年７月 25 日から 33 年４月１日までの

期間については、Ａ社で 31 年 12 月１日に被保険者資格を喪失し、Ｅ社が

適用事業所になった 33 年３月１日に被保険者資格を取得している９名の

うち４名から供述を得られたが、申立人を覚えていた１名からは、退職時

期についてまでの証言を得ることはできなかった。 

   このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3594 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る標準賞与額について、その主張する標準賞与

額（平成 15 年７月 25 日は 55 万円、同年 12 月 25 日は 50 万円、16 年７

月 23 日は 45 万円、同年 12 月 24 日は 40 万円）に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与からそれぞれ控除されていたことが認められることか

ら、申立てに係る標準賞与額の記録を 15 年７月 25 日は 55 万円、同年 12

月 25 日は 50 万円、16 年７月 23 日は 45 万円、同年 12 月 24 日は 40 万円

に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月 25 日 

             ② 平成 15 年 12 月 25 日 

             ③ 平成 16 年７月 23 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 24 日 

    私は、申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されているにもかか

わらず、厚生年金保険の標準賞与額の記録が欠落しているので訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された給与支払明細書及びＡ社から提出された源泉徴収

簿により、申立人は、その主張する標準賞与額（平成 15 年７月 25 日は

55 万円、同年 12 月 25 日は 50 万円、16 年７月 23 日は 45 万円、同年 12

月 24 日は 40 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与からそれ

ぞれ控除されていたことが認められることから、申立てに係る標準賞与額

の記録を 15 年７月 25 日は 55 万円、同年 12 月 25 日は 50 万円、16 年７

月 23 日は 45 万円、同年 12 月 24 日は 40 万円に訂正することが必要であ

る。 



 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、事業主が申立人に係る申立期間の

賞与支払届を提出したにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がいずれ

の申立期間もこれを記録しないとは考え難いことから、事業主は、賞与支

払届を提出しておらず、その結果、社会保険事務所は申立人に係る申立期

間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。



 

千葉厚生年金 事案 3595 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平

成 19 年９月から 20 年８月までは 28 万円、同年９月及び同年 10 月は 30

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の

24 万円とされているが、申立人は、申立期間のうち 19 年９月から 20 年

８月までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の当該期間の

標準報酬月額に係る記録を 19 年９月から 20 年８月までは 26 万円とする

ことが必要である。 

   また、申立人の平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月 15

日に支給された賞与における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、それ

ぞれ 63 万 8,000 円、93 万 1,000 円及び 91 万 9,000 円とされているとこ

ろ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年

金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を

取り消し、特例法に基づき申立人の当該期間における標準賞与額に係る記

録を 19 年７月 15 日は 63 万 8,000 円、同年 12 月 15 日は 90 万 9,000 円、

20 年７月 15 日は 89 万 7,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）及び当該標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月１日から 20 年 11 月１日まで 



 

             ② 平成 19 年７月 15 日 

             ③ 平成 19 年 12 月 15 日 

             ④ 平成 20 年７月 15 日 

    Ａ社は、申立期間について、届出された標準報酬月額を上回る厚生年

金保険料を控除していたが、平成 22 年に訂正の届出を行っているので、

年金給付に反映されるように記録を訂正してほしい。 

    また、Ａ社は、平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月

15 日に賞与を支給し、保険料を控除したが、届出事実の発生日より２

年以内に賞与支払届を提出しておらず、22 年に賞与支払届を提出して

いるので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、オンライン記録によれば、申立人の申立期間

①における標準報酬月額は、当初平成 19 年９月から 20 年 10 月までの

期間は 24 万円と記録されていたが、当該期間に係る厚生年金保険料の

徴収権が時効により消滅した後の 22 年 12 月８日に 28 万円及び 30 万

円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年

金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額

ではなく、当初記録されていた標準報酬月額となっている。 

    しかしながら、事業主の保管する賃金台帳によると、申立人は、申立

期間のうち平成 19 年９月から 20 年８月までの期間について、当初記

録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる保険料及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立人の標準報酬月額については、事業主の保管する賃

金台帳の保険料控除額から、平成 19 年９月から 20 年８月までの期間

は 26 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てどおりの届

出を行わなかったことを認めていることから、社会保険事務所（当

時）は申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額

に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



 

    一方、申立期間①のうち、平成 20 年９月から同年 10 月までの期間に

ついては、事業主が保管する賃金台帳により、給与から控除された保

険料に見合う標準報酬月額がオンライン記録と一致していることが確

認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

 

  ２ 申立期間②、③及び④については、オンライン記録によれば、当該期

間の標準賞与額は、保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22

年 12 月７日に、19 年７月 15 日は 63 万 8,000 円、同年 12 月 15 日は

93 万 1,000 円、20 年７月 15 日は 91 万 9,000 円に訂正されたところ、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞

与額とならない記録とされている。 

    しかしながら、事業主から提出された賃金台帳により、申立人は当該

期間の賞与から保険料を控除されていたことが認められる。 

    また、特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認めら

れる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範

囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

    したがって、申立人の当該期間における標準賞与額については、賃金

台帳における保険料控除額から、平成 19 年７月 15 日は 63 万 8,000 円、

同年 12 月 15 日は 90 万 9,000 円、20 年７月 15 日は 89 万７,000 円と

することが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主は、当該期間に係る賞与支

払届を社会保険事務所に提出していなかったことを認めていることから、

社会保険事務所は申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

千葉厚生年金 事案 3596 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平

成 19 年９月から 20 年 10 月までは 26 万円とされているところ、当該額は

厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の

基礎となる標準報酬月額は訂正前の 24 万円とされているが、申立人は、

申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報

酬月額に係る記録を 26 万円とすることが必要である。 

   また、申立人の平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月 15

日に支給された賞与における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、それ

ぞれ 21 万円、35 万 7,000 円及び 61 万 1,000 円とされているところ、当

該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、

当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、特例法に基づき申立人の当該期間における標準賞与額に係る記録を

19 年７月 15 日は 20 万 9,000 円、同年 12 月 15 日は 34 万 8,000 円、20 年

７月 15 日は 59 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）及び当該標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年９月 1 日から 20 年 11 月１日まで 

             ② 平成 19 年７月 15 日 

             ③ 平成 19 年 12 月 15 日 



 

             ④ 平成 20 年７月 15 日 

    Ａ社は、申立期間について、届出された標準報酬月額を上回る厚生年

金保険料を控除しており、22 年に訂正の届出を行っているので、年金

給付に反映されるように記録を訂正してほしい。 

    また、Ａ社は、平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月

15 日に賞与を支給し、保険料を控除したが、届出事実の発生日より２

年以内に賞与支払届を提出しておらず、22 年に賞与支払届を提出して

いるので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、オンライン記録によれば、申立人の申立期間

①における標準報酬月額は、当初平成 19 年９月から 20 年 10 月までの

期間は 24 万円と記録されていたが、当該期間に係る厚生年金保険料の

徴収権が時効により消滅した後の 22 年 12 月８日に 26 万円に訂正され

たところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の

基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当

初記録されていた標準報酬月額となっている。 

    しかしながら、事業主の保管する賃金台帳によると、申立人は、申立

期間について、当初記録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月

額に基づく保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

    また、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる保険料及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立人の標準報酬月額については、事業主の保管する賃

金台帳の総支給額から、平成 19 年９月から 20 年 10 月までの期間は 26

万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立てどおりの届

出を行わなかったことを認めていることから、社会保険事務所（当

時）は申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額

に基づく保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

  ２ 申立期間②、③及び④については、オンライン記録によれば、当該期



 

間の標準賞与額は、保険料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22

年 12 月７日に、19 年７月 15 日は 21 万円、同年 12 月 15 日は 35 万

7,000 円、20 年７月 15 日は 61 万 1,000 円に訂正されたところ、厚生年

金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与額と

ならない記録とされている。 

    しかしながら、事業主から提出された賃金台帳により、申立人は当該

期間の賞与から保険料を控除されていたことが認められる。 

    また、特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

    したがって、申立人の当該期間における標準賞与額については、賃金

台帳における保険料控除額から、平成 19 年７月 15 日は 20 万 9,000 円、

同年 12 月 15 日は 34 万 8,000 円、20 年７月 15 日は 59 万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、事業主は、当該期間に係る賞与支

払届を社会保険事務所に提出していなかったことを認めていることから、

社会保険事務所は申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

  

千葉厚生年金 事案 3597 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 19 年 12 月 15 日及び 20 年７月 15 日に支給された賞与に

おける標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、それぞれ 60 万 2,000 円及

び 78 万 1,000 円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本

文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とな

らない記録とされているが、申立人は、申立期間について、その主張する

標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）

に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 19 年 12 月

15 日は 58 万 7,000 円、20 年７月 15 日は 76 万 2,000 円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年 12 月 15 日 

             ② 平成 20 年７月 15 日 

    Ａ社は、平成 19 年 12 月 15 日及び 20 年７月 15 日に賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、届出事実の発生日より２年以内に賞与支

払届を提出しておらず、22 年に賞与支払届を提出しているので、年金

給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立期間の標準賞与額は、厚生年金保険料の

徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 12 月７日に、19 年 12 月 15

日は 60 万 2,000 円、20 年７月 15 日は 78 万 1,000 円に訂正されたところ、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の基礎となる標準賞与

額とならない記録とされている。 



 

  

   しかしながら、事業主から提出された賃金台帳により、申立人は申立期

間の賞与から保険料を控除されていたことが認められる。 

   また、特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、賃金台

帳における保険料控除額から、平成 19 年 12 月 15 日は 58 万 7,000 円、20

年７月 15 日は 76 万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出していなかったことを認めていることか

ら、社会保険事務所は申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

  

千葉厚生年金 事案 3598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月 15 日に支

給された賞与における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、それぞれ

54 万 5,000 円、82 万 4,000 円及び 106 万 7,000 円とされているところ、

当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標

準賞与額に係る記録を 19 年７月 15 日は 54 万 4,000 円、同年 12 月 15 日

は 80 万 4,000 円及び 20 年７月 15 日は 104 万 1,000 円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年７月 15 日 

             ② 平成 19 年 12 月 15 日 

             ③ 平成 20 年７月 15 日 

    Ａ社は、平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月 15 日に

賞与を支給し、厚生年金保険料を控除したが、届出事実の発生日より２

年以内に賞与支払届を提出しておらず、22 年に賞与支払届を提出して

いるので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立期間の標準賞与額は、厚生年金保険料の

徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 12 月７日に、19 年７月 15 日

は 54 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 82 万 4,000 円及び 20 年７月 15 日は



 

  

106 万 7,000 円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

   しかしながら、事業主から提出された賃金台帳により、申立人は申立期

間の賞与から保険料を控除されていたことが認められる。 

   また、特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、賃金台

帳における保険料控除額から、平成 19 年７月 15 日は 54 万 4,000 円、同

年 12 月 15 日は 80 万 4,000 円及び 20 年７月 15 日は 104 万 1,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出していなかったことを認めていることか

ら、社会保険事務所は申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

  

千葉厚生年金 事案 3599 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 20 年７月 15 日に支給された賞与における標準賞与額の記

録は、事後訂正の結果、27 万 4,000 円とされているところ、当該額は厚

生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基

礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期間

について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額

に係る記録を 20 年７月 15 日は 26 万 7,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 20 年７月 15 日 

    Ａ社は、平成 20 年７月 15 日に賞与を支給し、厚生年金保険料を控除

したが、届出事実の発生日より２年以内に賞与支払届を提出しておらず、

22 年に賞与支払届を提出しているので、年金給付に反映されるよう記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立期間の標準賞与額は、厚生年金保険料の

徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 12 月７日に、27 万 4,000 円

に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額

の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

   しかしながら、事業主から提出された賃金台帳により、申立人は申立期

間の賞与から保険料を控除されていたことが認められる。 

   また、特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保



 

  

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、賃金台

帳における保険料控除額から、26 万 7,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出していなかったことを認めていることか

ら、社会保険事務所は申立人に係る当該期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

  

千葉厚生年金 事案 3600 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月 15 日に支

給された賞与における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果、それぞれ

56 万 8,000 円、83 万 1,000 円及び 80 万 2,000 円とされているところ、当

該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の

計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、

申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間における標

準賞与額に係る記録を 19 年７月 15 日は 56 万 7,000 円、同年 12 月 15 日

は 81 万 1,000 円及び 20 年７月 15 日は 78 万 3,000 円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 19 年７月 15 日 

             ② 平成 19 年 12 月 15 日 

             ③ 平成 20 年７月 15 日 

    Ａ社は、平成 19 年７月 15 日、同年 12 月 15 日及び 20 年７月 15 日に

賞与を支給し、厚生年金保険料を控除したが、届出事実の発生日より２

年以内に賞与支払届を提出しておらず、22 年に賞与支払届を提出して

いるので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立期間の標準賞与額は、厚生年金保険料の

徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 12 月２日に、19 年７月 15 日

は 56 万 8,000 円、同年 12 月 15 日は 83 万 1,000 円及び 20 年７月 15 日は



 

  

80 万 2,000 円に訂正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定に

より、年金額の基礎となる標準賞与額とならない記録とされている。 

   しかしながら、事業主から提出された賃金台帳により、申立人は申立期

間の賞与から保険料を控除されていたことが認められる。 

   また、特例法に基づき、標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の申立期間における標準賞与額については、賃金台

帳における保険料控除額から、平成 19 年７月 15 日は 56 万 7,000 円、同

年 12 月 15 日は 81 万 1,000 円及び 20 年７月 15 日は 78 万 3,000 円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届

を社会保険事務所（当時）に提出していなかったことを認めていることか

ら、社会保険事務所は申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

  

千葉厚生年金 事案 3601 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平

成 16 年 10 月から 17 年５月までを 47 万円、同年６月を 41 万円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、事業主は、平成 16 年 10 月から 17 年５月までの期間及び同年６

月の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年９月から 17 年６月まで 

             ② 平成 17 年９月 

    私のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録のうち、平成 16 年９

月から 17 年９月までの給与支給明細書（紛失した 17 年２月を除く。）

には、標準報酬月額 47 万円に相当する厚生年金保険料が控除された旨

記載されているが、オンライン記録の標準報酬月額は、同年７月及び同

年８月が 50 万円となっている以外は、申立期間①が 38 万円、申立期間

②が 41 万円となっているので、それらの記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、当該期間の標準報酬月額については、申立人が所持する平

成 17 年２月を除いた給与支給明細書及びＡ社から提出された賃金台帳に



 

  

より、申立期間①のうち、16 年 10 月から 17 年５月までは 47 万円、同年

６月は 41 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主が社会保険事務所（当時）に誤った届出を行

ったことを認めていることから、事業主は当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

   一方、申立期間①のうち平成 16 年９月及び申立期間②については、上

記給与支給明細書及び賃金台帳により、オンライン記録の標準報酬月額に

見合う保険料より高い金額が給与から控除されているが、同月の給与支給

合計額に見合う標準報酬月額はオンライン記録と一致していることから、

特例法による保険料給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3602（事案 1463 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の被保険者種別については、第３

種被保険者として認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における申

立期間の厚生年金保険被保険者資格の被保険者種別に係る記録を第３種被

保険者に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の第３種被保険者の厚生年金保

険料（訂正前の第１種被保険者として計算された厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年 10 月１日から 34 年５月１日まで 

    私は、前回、審議結果として「年金記録訂正が必要とまでは言えな

い。」という通知をもらったが、判断理由には事実誤認がある。私は、

Ａ社（現在は、Ｃ社）Ｂ事業所でＤ（業務）をしており、業務内容から

第３種被保険者であることは間違いないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間について、ⅰ）Ｃ社は、「人事記録により、申立人が

昭和 32 年 10 月１日からＥ課Ｄ（業務）担当者であったことを確認でき、

これは第３種被保険者とは考え難い職種である。」と回答していること、

ⅱ）申立期間に係る職員給料支給明細書で確認できる厚生年金保険料控除

額は、第１種被保険者の保険料率が適用されていることなどから、既に当

委員会の決定に基づき、平成 22 年１月６日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

   しかし、今回の再申立てに当たって、Ｃ社に再び照会したところ、同社

は、「Ｂ事業所Ｅ課のＤ（業務）担当者は頻繁にＦ（作業）しなければな

らなかった業務であったことを当社ＯＢの証言から確認した。」と回答し

ている。 

   また、申立人が氏名を挙げた元同僚３名のうち２名はＤ（業務）担当者



 

  

であり、うち１名は、「申立人と同様に当該事業所においてＤ（業務）担

当者として勤務していた。」と供述しており、Ｄ（業務）担当者であった

当該２名の元同僚の当該事業所における厚生年金保険加入記録は、資格取

得日から資格喪失日までの期間について一貫して第３種被保険者であるこ

とが確認できる。 

   さらに、供述を得られた上記元同僚１名はＤ（業務）担当者として勤務

していた元同僚２名を記憶しており、その２名の厚生年金保険加入記録は、

当該事業所において、資格取得日から資格喪失日までの期間について上記

元同僚２名と同様に第３種被保険者である。 

   これらのことから判断すると、申立人は、申立期間においてＤ（業務）

担当者として継続して勤務し、第３種被保険者であったと認められる。 

   なお、事業主による申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人の第

３種被保険者に係る資格取得届（昭和 32 年 10 月１日）が提出された場合

には、その後、第３種被保険者に係る被保険者報酬月額算定基礎届（33

年 10 月１日）を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会にお

いても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していない上、申立人の

当該事業所における健康保険厚生年金保険被保険者名簿では 34 年５月に

第１種被保険者から第３種被保険者に種別変更がされていることから、事

業主から社会保険事務所に第３種被保険者としての届出は行われておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 32 年 10 月から 34 年４月ま

での保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係

る第３種被保険者の保険料（訂正前の第１種被保険者として計算された保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

  

千葉厚生年金 事案 3603 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 39 年 11 月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

3,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 35 年４月にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社以来、平成７年

12 月に退職するまで継続して勤務していたにもかかわらず、同社Ｃ支

店から本社に転勤した際、厚生年金保険が１か月未加入となっているこ

とに納得できない。調査の上、厚生年金保険被保険者期間と認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の回答及び複数の元同僚の証言から判断すると、申立人は、Ａ社に

継続して勤務し（Ａ社Ｃ支店から同社本社へ異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人及び元同僚の供述から、昭和 39 年 11

月 30 日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

39 年 12 月のオンライン記録から、３万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、現在の事業主は、当時の資料が無く不明であると回答しており、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



 

  

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

  

千葉厚生年金 事案 3604 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額に係る記録を、平成４年３月から同年７月までは 26

万円、同年８月から５年３月までは 30 万円、同年４月から同年９月まで

は 16 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 17 万円にそれぞれ訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から５年 12 月１日まで 

    私は、平成３年５月からＡ社に勤務したが、私の厚生年金保険被保険

者記録を見ると、申立期間の標準報酬月額が間違っており、13 万 4000

円と記録されている標準報酬月額は、26 万円くらいになると記憶して

いるので、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、Ａ社は休業を理由に平成６年２月 18 日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっているところ、その約１か月後の同年

３月 31 日に、申立人の標準報酬月額は、４年３月から同年７月までは 26

万円から、同年８月から５年３月までは 30 万円から、同年４月からは同

年９月までは 16 万円から、同年 10 月及び同年 11 月は 17 万円から、それ

ぞれ 13 万 4,000 円に遡及訂正されていることが確認できる。 

   また、当該事業所において、健康保険の整理番号が 62 人（重複付番さ

れた４人を含む。）に対して付番されているところ、オンライン記録にお

いて、このうち 28 人は、申立人と同じく適用事業所でなくなった約１か

月後の平成６年３月 31 日に、標準報酬月額が遡及して訂正されているこ

とが確認でき、社会保険事務所がこのような処理を行うべき合理的な理由

は見当たらない。 

   さらに、当該事業所に係る登記簿履歴事項全部証明書の役員欄で、申立



 

  

人が当該事業所において、役員ではなかったことが確認できる上、申立人

が勤務したＡ社Ｂ工場の元工場長は、申立人の担当業務等について、「Ｃ

（作業）だった。社会保険の事務には、全く関与していなかった。」と供

述している。 

   加えて、当該事業所を管轄するＤ年金事務所の不納欠損整理簿により、

社会保険事務所において、平成９年９月 30 日に当該事業所の滞納額 205

万 9,074 円の不納欠損整理の決議（所属年度：５年度）が「時効完成のた

め」行われていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、平成４年３月から同年７月までは 26 万

円、同年８月から５年３月までは 30 万円、同年４月から同年９月までは

16 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 17 万円にそれぞれ訂正することが必

要である。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3605 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年 10月 26日から 39年 12月 21日まで 

             ② 昭和 42年５月 21日から 43年 ７月 26日まで 

    私の厚生年金保険被保険者記録に、昭和 43 年９月 25 日支給と記録さ

れている脱退手当金について、受給した記憶が無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間の間にある３回

の被保険者期間がその計算の基礎とされておらず未請求となっており、こ

れを失念するとは考え難い上、未請求となっている２回の被保険者期間及

び２回の申立期間の厚生年金保険被保険者台帳記号番号は同一番号で管理

されているにもかかわらず、支給されていない期間として存在することは

事務処理上不自然である。 

   また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿及び厚生年金

保険被保険者原票の氏名は、変更処理がなされておらず旧姓のままであり、

申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は

最後の事業所であるＡ社を退職する２か月前（支給決定の４か月以上前）

の昭和 43 年５月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が脱退手

当金を請求したとは考え難い。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3606 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬

月額の記録を平成３年 10 月から４年８月までは 24 万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10 月１日から４年９月１日まで 

    私のＡ社における平成３年 10 月から４年８月までの標準報酬月額が

19 万円と記録されているが、実際の給与支給額に相当する標準報酬月

額の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

標準報酬月額は、当初、平成３年 10 月から４年８月までは 24 万円と記録

されていたところ、当該事業所が同年 11 月４日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなった後の５年５月６日付けで、当該期間について、遡及して

19 万円に標準報酬月額を引き下げる処理がなされていることが確認でき

る。 

   また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は役員でなかった

ことが確認できる上、元同僚から提出された申立期間当時の当該事業所の

組織図において、申立人は、「Ｂ部」に所属していることが確認でき、別

の元同僚は「社会保険関係事務については本社Ｃ部で行っていた。」と証

言している。 

   さらに、雇用保険の加入記録により、申立人は遡及訂正処理が行われた

平成５年５月以前の４年８月 31 日に離職していることから、当該遡及訂

正処理に関与していないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような処

理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効なも

のと認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が当初届け出たとおり、24 万円に訂正することが必要である。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3607 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬

月額の記録を平成３年 10 月から４年７月までは 28 万円、同年８月は 32

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年 10 月１日から４年９月５日まで 

    私のＡ社における平成３年 10 月から４年８月までの標準報酬月額が

22 万円と記録されているが、実際の給与支給額に相当する標準報酬月

額の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

標準報酬月額は、当初、平成３年 10 月から４年７月までは 28 万円、同年

８月は 32 万円と記録されていたところ、当該事業所が同年 11 月４日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなった後の５年５月６日付けで、当該各期

間について、遡及して 22 万円に標準報酬月額を引き下げる処理がなされ

ていることが確認できる。 

   また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は役員でなかった

ことが確認できる上、元同僚から提出された申立期間当時の当該事業所の

組織図において、申立人は、「本社Ｂ部」に所属していることが確認でき、

別の元同僚は「社会保険関係事務については本社Ｃ部で行っていた。」と

証言している。 

   さらに、オンライン記録により、申立人は遡及訂正処理が行われた平成

５年５月以前の４年９月に別の会社に勤務し、厚生年金保険被保険者の資

格を取得していることが確認できることから、当該遡及訂正処理に関与し

ていないと認められる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような処

理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効なも

のと認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が当初届け出たとおり、平成３年 10 月から４年７月までは 28 万円、

同年８月は 32 万円に訂正することが必要である。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3608 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ部における資格取得日

に係る記録を昭和 40 年 12 月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

２万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年 12 月 21 日から 41 年２月１日まで 

    私は、昭和 37 年４月にＡ社に入社し、平成 16 年３月に退職するまで、

一度も退職したことはないのに申立期間について厚生年金保険の加入記

録が無いことは納得できない。調査して加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が申立人に発行した在籍証明書、健康保険組合の加入証明書及び

雇用保険の加入記録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し

（Ａ社本社から同社Ｂ部に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人の供述から、昭和 40 年 12 月 21 日と

することが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ部における

昭和 41 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から２万 4,000 円とする

ことが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



 

 

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3609 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 39 年

１月 10 日、資格喪失日は同年 12 月 28 日であると認められることから、

申立期間のうち、当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、１万 8,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年１月 10 日から 40 年８月 31 日まで 

    私は、Ｂ事業所に昭和 39 年１月に入社し、１年半ぐらいは勤務して

いたが、厚生年金保険の加入記録が無い。同年１月 10 日に資格取得と

記載された厚生年金保険被保険者証を保管しているので、加入記録を調

査して訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、申立人は昭和 39 年１月 10 日に資格取得と記載さ

れた厚生年金保険被保険者証を所持している上、Ｂ事業所を経営していた

Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が同年１月

10 日に当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得したこと

が確認できる。 

   また、事業所名は確認できないものの、申立人と氏名、生年月日が同一

で、申立期間に係る雇用保険の加入記録（取得日：昭和 39 年１月 10 日、

離職日：40 年８月 30 日）が確認できる。 

   一方、当該事業所は昭和 39 年 12 月 28 日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているところ、上記被保険者名簿には、申立人を含めて複数の

厚生年金保険被保険者の資格喪失日及び標準報酬月額の記載が無いことが

確認でき、このことについて、Ｃ事務センターは、「「名簿不明、仮台作

成」との記載が多数あること、及び被保険者名簿の表紙に「仮」の記載が



 

 

あることから、当該被保険者名簿は、後年ほかの資料に基づき復元された

ものと考えられる。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人に係る年金記録の管理は適切であ

っとは認められず、事業主は、申立人が昭和 39 年１月 10 日に厚生年金保

険被保険者の資格を取得し、同年 12 月 28 日に資格を喪失した旨の届出を

社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められる。 

   なお、申立期間のうち、昭和 39 年１月から同年 11 月までの標準報酬月

額については、当該事業所における元同僚の標準報酬月額の記録から１万

8,000 円とすることが妥当である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 39 年 12 月 28 日から 40 年８月 31 日まで

の期間については、当該事業所は厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、所在地を管轄する法務局において商業登記は確認することができ

ず、申立期間当時の事業主が特定できないことから、申立人の厚生年金保

険の適用状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、当該事業所に係る被保険者名簿により、当時の同僚５名に照会し、

２名より回答を得たが、申立人を明確に記憶している者はおらず、保険料

の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の当該期間に係る保険料の控除について確認できる関

連資料料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3610 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における船員保険被保険者の

資格喪失日に係る記録を平成７年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 50 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    私は、平成４年８月から 10 年２月末までＡ社に継続して勤務してい

た。同社において、当初はＢ（職種）として勤務し、その後はＣ（職

種）として継続して勤務した。 

    しかしながら、「ねんきん定期便」の記録を見たところ、船員保険か

ら厚生年金保険に切り替わった際の平成７年 11 月の船員保険の加入記

録が欠落しており、納得できない。調査して、船員保険の加入記録を回

復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された回答書、退職者名簿及び退職金通知書により、申立

人は当該事業所に平成４年８月１日から 10 年２月 28 日まで継続して勤務

し、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成

７年 10 月の社会保険事務所（当時）の記録から、50 万円とすることが妥

当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事

務所に誤って提出したと回答していることから、社会保険事務所は、申立



 

 

人に係る平成７年 11 月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3611 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬

月額の記録を平成５年８月から６年３月までは 22 万円、14 年 10 月から

同年 12 月までは 24 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年８月１日から６年４月 28 日まで 

             ② 平成 14 年 10 月１日から 15 年１月 18 日まで 

    私がＡ社（その後、組織変更してＢ社）に勤務していた期間のうち、

標準報酬月額が平成５年８月から６年３月までの期間は８万円、14 年

10 月から同年 12 月までの期間は９万 8,000 円と記録されているが、実

際の給与支給額に相当する標準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人から提出された平成５年分及び６年分

の源泉徴収票により、申立人は 22 万円の標準報酬月額に見合う厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

    また、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額

は、当初、平成５年８月から６年３月までは 22 万円と記録されていた

ところ、当該事業所が６年４月 28 日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなった後の同年５月６日付けで、当該期間について、遡及して８万円

に標準報酬月額を引き下げる処理がなされていることが確認できる。 

    さらに、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は役員ではな

い上、元同僚は「申立人は、Ｃ（業務）を担当していた。」と供述して

いることから、申立人は、当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

処理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効

なものと認められないことから、申立人の申立期間①に係る標準報酬月



 

 

額は、事業主が当初届け出たとおり、平成５年８月から６年３月までは、

22 万円に訂正することが必要である。 

 

  ２ 申立期間②については、オンライン記録によると、申立人のＢ社にお

ける標準報酬月額は、当初、平成 14 年 10 月から同年 12 月までは 24 万

円と記録されていたところ、当該事業所が 15 年１月 18 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなった後の同年１月 22 日付けで、当該期間につ

いて、遡及して９万 8,000 円に標準報酬月額を引き下げる処理がなされ

ていることが確認できる。 

    また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は役員ではない

上、元同僚は「申立人は、Ｃ（業務）を担当していた。」と供述してい

ることから、申立人は、当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

処理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効

なものと認められないことから、申立人の申立期間②に係る標準報酬月

額は、事業主が当初届け出たとおり、平成 14 年 10 月から同年 12 月ま

では、24 万円に訂正することが必要である。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3612 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額の記録を平成５年８月から６年３月までは 28 万円、14 年９月から

同年 12 月までは 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年８月１日から６年４月 28 日まで 

             ② 平成 14 年９月１日から 15 年１月 18 日まで 

    私の夫がＡ社（その後、組織変更してＢ社）に勤務していた期間のう

ち、標準報酬月額が平成５年８月から６年３月までの期間は 11 万円、

14 年９月から同年 12 月までの期間は９万 8,000 円と記録されているが、

実際の給与支給額に相当する標準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、オンライン記録によると、申立人のＡ社にお

ける標準報酬月額は、当初、平成５年８月から６年３月までは 28 万円

と記録されていたところ、当該事業所が６年４月 28 日に厚生年金保険

の適用事業所でなくなった後の同年５月６日付けで、当該期間について、

遡及して 11 万円に標準報酬月額を引き下げる処理がなされていること

が確認できる。 

    また、申立人の妻から提出された「平成６年度市民税・県民税特別徴

収税額通知書」により、申立人は平成５年中において 28 万円の標準報

酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

ることが確認できる。 

    さらに、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は申立期間①

において取締役であったことが確認できるが、当該期間において雇用保



 

 

険の加入記録が確認できる上、元同僚は「申立人は、Ｃ（業務）の取締

役であり、Ｄ（業務）を担当していた。」と供述していることから、申

立人は、当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

処理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効

なものと認められないことから、申立人の申立期間①に係る標準報酬月

額は、事業主が当初届け出たとおり、平成５年８月から６年３月までは、

28 万円に訂正することが必要である。 

 

  ２ 申立期間②については、オンライン記録によると、申立人のＢ社にお

ける標準報酬月額は、当初、平成 14 年９月から同年 12 月までは 30 万

円と記録されていたところ、当該事業所が 15 年１月 18 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなった後の同年１月 22 日付けで、当該期間につ

いて、遡及して９万 8,000 円に標準報酬月額を引き下げる処理がなされ

ていることが確認できる。 

    また、当該事業所の閉鎖登記簿謄本によると、申立人は申立期間②に

おいて取締役であったことが確認できるが、当該期間において雇用保険

の加入記録が確認できる上、元同僚は「申立人は、Ｃ（業務）の取締役

であり、Ｄ（業務）を担当していた。」と供述していることから、申立

人は、当該遡及訂正に関与していないと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

処理を行うべき合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効

なものと認められないことから、申立人の申立期間②に係る標準報酬月

額は、事業主が当初届け出たとおり、平成 14 年９月から同年 12 月まで

は、30 万円に訂正することが必要である。 



 

千葉国民年金 事案 3594 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 49 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年１月から同年３月まで 

    私は、申立期間当時、短期大学生で収入が無かったので、国民年金保

険料を納付していなかったが、申立期間の保険料が 10 年の時効になる

前の平成 16 年頃に申立期間の納付書が送られてきたので、同年２月に

銀行口座から 20 万円を引き出し、Ａ区の郵便局で特例納付したのに、

申立期間が未納となっているので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を、10 年の時効となる前の平成

16 年頃に特例で納付したと主張しているところ、国民年金制度において

最後の特例納付制度が施行されたのは昭和 53 年７月から 55 年６月までの

期間である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、国民年金手

帳記号番号払出簿検索システムにより、申立人が短期大学を卒業後の平成

８年２月 23 日であることが確認できることから、申立期間は短期大学に

在学中の申請による学生免除期間とは考え難く、申立期間は既に本来の保

険料納付の時効である２年を経過しており、保険料を納付することはでき

ない。 

   さらに、申立人の年金記録には平成 16 年４月５日に平成 16 年度分前納

保険料 15 万 6,770 円を納付した記録（そのうち、平成 16 年 10 月から 17

年３月までの保険料は、申立人が 16 年 10 月に厚生年金保険に加入したた

め同年 11 月に還付されている。）があり、それ以前の 11 年３月には９年

４月から同年６月までの保険料を遡って納付した記録があることから、こ

れらの記憶が申立てにつながっていると考えられる。 



 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3595 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11 年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   また、平成 11 年６月から同年８月については、国民年金第３号被保険

者として記録訂正をすることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11 年４月及び同年５月 

             ② 平成 11 年６月から同年８月まで 

    私は、結婚のため平成 11 年３月に会社を辞めたので、同年４月及び

同年５月の国民年金保険料をＡ県Ｂ市（現在は、Ｃ市）のＤ郵便局で納

付した。また、同年６月から同年８月までの期間は、結婚しているので

国民年金第３号被保険者のはずだが、申立期間が未納となっているので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、平成 11 年６月 24 日にＡ県Ｂ市において、13

年２月 20 日にＥ市Ｆ区において、それぞれ国民年金の加入勧奨が申立人

に行われたことが記録されており、申立期間①及び②は同年２月 20 日以

前の時点で国民年金に未加入の期間であることから、国民年金保険料の納

付及び第３号被保険者の資格取得の届出があったとは考え難い。 

   また、申立人の夫が勤務する共済組合は、申立人の健康保険の扶養認定

日を平成 13 年 10 月１日と回答している上、申立人の所持する「国民年金

第３号被保険者資格該当通知書」には、14 年３月６日付けで 13 年 10 月

１日に遡及して第３号被保険者の資格を取得したことが記載されており、

オンライン記録と一致している。 

   さらに、申立期間①及び②は平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の

期間であり、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書作成、

領収済通知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が進ん



 

でおり、記録漏れ、記録誤り等が生じる可能性は少ない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が平成 11 年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付

していたものと認めることはできない。 

   また、平成 11 年６月から同年８月については、国民年金第３号被保険

者として記録訂正をすることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3596 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年６月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年６月から 63 年３月まで 

    私は、昭和 52 年６月の婚姻を契機に国民年金の加入手続を行い、そ

のとき、妻が過去２年間の国民年金保険料をまとめて納付し、それ以後

は順次一緒に納付していたはずであり、申立期間が未納とされているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年６月の婚姻を契機に国民年金の加入手続を行い、

そのとき、申立人の妻が過去２年間の国民年金保険料をまとめて納付し、

それ以後は順次申立人の妻と一緒に保険料を納付していたと主張している

が、申立人の国民年金手帳記号番号は 60 年 11 月 14 日に社会保険事務所

（当時）からＡ市に払い出された手帳記号番号のうちの一つであり、同市

の保管する申立人の国民年金被保険者名簿には、同年 12 月 13 日に年金手

帳が送付されたことが記載され、「年金手帳送達による適用者」の押印が

あることから、年金手帳が送付された同年 12 月以前の時点において申立

期間は国民年金に未加入の期間であり、申立人の主張する加入手続及び保

険料の納付状況と相違している。 

   また、申立期間は 154 か月と長期間である上、申立人に対して年金手帳

が送付された昭和 60 年 12 月の時点では、申立期間の過半にあたる 58 年

９月以前の期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、



 

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3597 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年６月から 56 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年６月から 56 年 12 月まで 

    私は、申立期間当時、Ａ県Ｂ市内のＣ事業所に勤務していたが、厚生

年金保険の適用がなかったため国民年金に加入しており、所持する年

金手帳にも、国民年金の被保険者になった日が昭和 55 年６月 10 日と

記載されている。国民年金保険料は市役所から送付されてきた納付書

により納付していたはずであり、申立期間が未納とされていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ市の保管する申立人の国民年金被保険者名簿及び同検認記録によれば、

申立期間の国民年金保険料は未納と記録されており、オンライン記録と一

致している上、申立期間直後の昭和 57 年１月から同年３月までの保険料

を 59 年４月 24 日に過年度納付したことが記録されており、当該過年度納

付をおこなった時点では、申立期間の保険料は時効により納付することが

できなかった事情がうかがえる。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付についての記

憶は不鮮明である上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3598 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から同年 11 月まで 

    私は、昭和 61 年３月に大学卒業後、同年４月から勤務した会社が厚

生年金保険に加入していなかったため、Ａ市役所Ｂ出張所で国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付した。申立期間が未加入とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年４月にＡ市役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、同出張所の窓口

で保険料の収納事務は行われておらず、金融機関窓口も無い上、申立人の

国民年金手帳記号番号は平成４年５月に社会保険事務所（当時）からＣ市

に払い出された番号の一つであり、申立人の前後の被保険者の資格取得日

から、申立人の国民年金の加入手続は５年９月頃行われ、このとき、元年

６月１日に遡って国民年金の被保険者資格を取得したと推認できることか

ら、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付す

ることはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3599 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月から 52 年３月まで 

             ② 昭和 52 年４月から 53 年３月まで 

    私は、昭和 47 年８月に国民年金に任意加入し、国民年金保険料は毎

月自宅に来ていた集金人に納付していた。48 年３月から 49 年３月まで

はＡ市に、同年４月から 52 年３月まではＢ市に、同年４月から 56 年３

月まではＣ市に住んでいたが、いずれも市の集金人に毎月自宅に来ても

らっていたのに、49 年４月から 53 年３月までの期間が未納とされてい

ることは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人は、昭和 49 年４月からＢ市に居住し、

国民年金保険料を集金人に納付していたと述べているところ、Ｂ市役所Ｄ

課は、「保険料の徴収方法を印紙検認方式から納付書方式に変更したのは

47 年頃であり、申立期間当時、市の職員又は代理人が毎月自宅に保険料

の集金に訪問することは考え難い。」と回答しており、申立人の主張と相

違している。 

   また、申立期間②については、Ｃ市の国民年金過年度収滞納一覧表によ

ると、申立人は、昭和 53 年４月から 56 年３月までの保険料を同市で現年

度納付していることが確認できるが、申立期間②の納付は確認できない。 

   さらに、申立人は、国民年金の住所変更手続に関する記憶が明確でない

上、住民票の転出入手続を行っていた申立人の夫は、「住民票の転出入手

続の際に、妻の国民年金の住所変更手続を行った記憶は無い。」と申述し

ており、国民年金の住所変更状況は不明である。 

   このほか、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計



 

簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3600 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年８月及び同年９月 

    私は、平成６年２月頃にＡ区役所で住民票の転出手続を行ったとき、

窓口の職員に国民年金の未納期間があることを指摘され、そのときに未

納分の国民年金保険料を納付したにもかかわらず、未納のままとされて

いることに納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「平成６年２月頃にＡ区役所で国民年金の未納期間を指摘さ

れ、そのときに未納分の国民年金保険料を納付した。」と述べているが、

申立人が現在所持する年金手帳は、７年９月頃にＢ市で再発行されたもの

であり、申立期間当時の年金手帳を所持していないことから、申立期間の

保険料を過年度納付することが可能な６年９月以前に、申立期間に係る国

民年金の資格取得手続を行ったかどうかを確認することはできない。 

   また、申立人は、「平成４年８月にそれまで勤務していた会社を辞めた

ときは、体調が悪く一時寝込んでしまい、国民年金への切替手続を行わず

そのままにしてしまった。６年２月に住民票の転出手続を行った際、初め

て未納を指摘された。」と述べているが、４年８月の時点で国民年金への

切替手続を行わなかった場合、６年２月の転出手続の時点では、申立期間

は国民年金の未加入期間として取り扱われていたと考えられることから、

保険料の未納を指摘されるとは考え難い。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3601 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年 10 月から 11 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年 10 月から 11 年３月まで 

    私は、申立期間当時は大学生だったので、母がＡ市役所Ｂ支所（当

時）やＣ銀行Ｄ支店で国民年金保険料を納付してくれていた。当時は保

険料が未納の場合は通知書が送られてきたので納付を忘れることは無く、

また、学生納付特例を受けた期間も全て追納したと母が言っているのに、

申立期間が未納とされているので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時は母が市役所支所及び金融機関において国民年

金保険料を納付してくれていたと主張するところ、申立人の母は、納付時

期及び納付金額に関する記憶が明確ではないため、申立期間に係る具体的

な保険料の納付状況は不明である。 

   また、申立人の母が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間は平成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間であ

り、年金記録管理業務のオンライン化、電算による納付書作成、領収済通

知書の光学式文字読取機による入力等、事務処理の機械化が進んでおり、

記録漏れや記録誤り等が生じる可能性は少ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3602 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12 年９月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年９月から同年 12 月まで 

    私は、平成 13 年７月にＡ市からＢ郡Ｃ町（現在は、Ｄ市）に転入し

た。しばらくして妻は、Ａ市役所のＥ課に電話をして国民年金保険料

の未納期間を確認し、納付書を発行してもらい、申立期間の保険料を

納付した。私の手元には 15 年２月３日に発行された 13 年１月から同

年３月までの期間に係る納付書が残っているので、12 年 12 月以前の保

険料は納付したはずであり、申立期間が未納とされていることは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 13 年７月にＡ市からＢ郡Ｃ町に転入し、申立期間に係

る納付書をＡ市役所のＥ課から送付してもらったと申述しているところ、

申立人が所持する年金手帳の国民年金の記録（１）欄には、「平成 12 年

９月１日１号」の記載及びＣ町のゴム印が押されており、申立人はＣ町に

おいて国民年金の加入手続を行ったものと推認できる上、Ｃ町に転入した

13 年７月時点において、申立期間の国民年金保険料は既に過年度保険料

であり、通常の事務処理では過年度保険料の納付書は社会保険事務所（当

時）において発行されることを踏まえると、転出したＡ市から申立人に納

付書が送付されるとは考え難い。 

   また、申立人は平成 13 年に申立期間の保険料を納付したと申述してい

るところ、オンライン記録によると、申立人が 12 年９月１日に厚生年金

保険の被保険者資格を喪失した後、国民年金の加入手続が行われていない

という理由で、申立人に対し 14 年２月 20 日に国民年金への加入を促す勧

奨状が作成されていることから、13 年中においては、国民年金に未加入



 

であったことがうかがえる。 

   さらに、社会保険事務所では国民年金被保険者の資格取得届がオンライ

ン記録に入力処理された翌週月曜日に納付書を発行する事務処理を行って

いたこと、及びオンライン記録において、申立人の氏名変更及び年金手帳

の再交付の処理が平成 15 年１月 29 日に行われていることが確認でき、申

立人が所持する納付書の発行日が同年２月３日であることを考え合わせる

と、申立人の国民年金の加入手続は同年１月頃に行われたことが推認でき、

この時点を基準にすると、申立期間は時効により保険料を納付することが

できない期間である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3603 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から３年３月まで 

    私の母は、平成３年４月頃に大学生が国民年金の強制加入の対象とな

った新聞の記事を見て、私のために国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付してくれた。申立期間が未納とされているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、大学生が国民年金の強制加入の対象となった新聞記事を見た

その母が申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を行って

くれたと申述しているが、申立期間は基礎年金番号制度導入前であり、国

民年金の加入時において、国民年金手帳記号番号が払い出されるところ、

オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索

システムによる縦覧調査の結果、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出

されたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、申立期間は国民

年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することができない期

間である。 

   また、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与してお

らず、関与したとするその母は、申立期間当時の記憶が定かではなく、申

立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付に係る具体的な状況は不明で

ある。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く､ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3604（事案 3122 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年４月から 56 年３月までの期間及び 60 年４月から平

成９年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年４月から 56 年３月まで 

             ② 昭和 60 年４月から平成９年３月まで 

    私は、前回の申立ては認められなかったが、平成３年４月にそれまで

の未納であった国民年金保険料として 50 万円ぐらいの金額を納付書で、

その後は、毎月口座振替で保険料を納付していたはずであり、申立期間

②が未納とされていることは納得できない。また、申立期間①の保険料

も納付したはずであり、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）特殊台帳及びオンライン記録

において申立期間①は未納と記録されていること、ⅱ）申立人の夫も申立

期間①は未納であること、また、申立期間②に係る申立てについては、

ⅲ）申立人は、平成３年又は４年４月頃に、昭和 60 年に遡り 50 万円から

90 万円の保険料を銀行又は郵便局で一括納付したと申述するところ、制

度上、遡って保険料を納付することができるのは納付期限から２年間であ

ること、ⅳ）同時点で第３回特例納付の実施期間は既に経過しており、当

該特例納付制度を利用して納付することはできないこと、さらに、申立期

間①及び②ともに、ⅴ）申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情は見当たらないこと、ⅵ）申立期間①及

び②の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間①及び②の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらないことなどを理由として、既に当委員会の

決定に基づき平成 22 年 12 月 22 日付けで年金記録の訂正は必要でないと



 

する通知が行われている。 

   今回、申立人からは平成５年から９年までの確定申告書の写しが資料と

して提出されているが、５年から８年までの確定申告書の社会保険料控除

欄には国民年金保険料の納付額の記載は無い上、９年の確定申告書には平

成８年度３か月、９年度９か月の国民年金保険料の合算額が記載されてい

るが、申立人は申立書において平成９年４月以降の保険料は１年前納した

と記載しており、納付方法はオンライン記録と一致していることが確認で

きることから、平成９年度の保険料を前納していることを踏まえて推認で

きる納付額と確定申告書に記載された金額には差異が認められる。 

   このほかに、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを

うかがわせる新たな資料等は提出されておらず、当初の申立てと同趣旨の

主張であるため、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情があると

は認められないことから、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を

納付していたものと認めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3605 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年 12 月から 47 年３月までの期間及び 48 年４月から

50 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年 12 月から 47 年３月まで 

             ② 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

    私は、昭和 46 年 12 月 21 日にＡ市Ｂ事業所Ｃ課で国民年金及び国民

健康保険の加入手続を行い、国民年金手帳と国民健康保険証は、後日

郵送により受け取った。その後、国民年金保険料は国民健康保険料と

共に納付書により納付しており忘れたことはない。私はＤ区に住んで

いた 55 年に約２年分の保険料を特例納付したが、申立期間①及び②に

ついては定期的に納付していたので未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人はＡ市において昭和 46 年 12 月に国民年金及び国民健康保険の加

入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付したと主張しているが､

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により社

会保険事務所（当時）から 50 年 10 月にＡ市へ払い出された手帳記号番号

の一つであり、申立人の手帳記号番号の３番前の被保険者の資格取得処理

年月から、申立人は同年 11 月に加入手続を行ったものと推認でき、申立

人の主張と相違する上、加入手続を行った時点において、申立期間①及び

申立期間②のうち 48 年４月から同年９月までの保険料は時効により納付

することができない。 

   また、オンライン記録において、申立人は昭和 47 年４月から 48 年３月

までの期間を第２回特例納付（実施期間：49 年１月から 50 年 12 月ま

で）により納付していることが確認でき、加入手続を行った 50 年 11 月の



 

時点を基準にすると、申立人が現年度保険料を納付できる 60 歳までの期

間は＊年＊か月であり、老齢基礎年金の受給資格期間（25 年）に不足す

ることから、第２回特例納付により納付可能であった 48 年３月までの保

険料を特例納付したものと考えられるが、申立期間②は第２回特例納付の

納付対象期間ではない上、申立人は申立期間①及び②の保険料については

定期的に納付したと述べていることから、特例納付又は過年度納付を行っ

た可能性も考えられない。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当らない上、申立期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3606 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月から 51 年３月まで 

    私は、会社に２年間勤めた後、昭和 49 年３月末に退職し、家事手伝

いをすることになり、同年４月に国民年金に加入した。私の実家はＡ

（職種）を営んでいたので申立期間当時、両親と兄二人と共に国民年金

に加入しており、家族の国民年金保険料は、私の母がＡ（職種）の売り

上げの集金に来ていた銀行の担当者を通じて納付していた。申立期間に

おいて両親及び兄二人は納付しているのに私だけが申立期間について未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年３月末に会社を退職し、同年４月に国民年金の加

入手続を行い、その母が申立人を含む家族５人の国民年金保険料を納付し

たと主張するところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記

号番号払出簿によりＢ社会保険事務所（当時）から 51 年 12 月にＣ市へ払

い出された手帳記号番号の一つであり、申立人の前後の任意加入者の資格

取得日から、52 年１月頃に申立人の国民年金の加入手続が行われたもの

と推認でき、加入時点において申立期間の一部は時効により納付すること

ができない。 

   また、申立人の母が申立人と一緒に保険料を納付していたとする申立人

の次兄は、その手帳記号番号が払い出された昭和 47 年４月頃以前の期間

について遡って納付した形跡は見当たらない上、申立人の母からは申立期

間の保険料の納付について具体的な証言を得ることはできず、申立期間の

保険料を納付していたと推認することができない。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号



 

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く､

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉国民年金 事案 3607 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年 11 月から７年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 11 月から７年３月まで 

    私は、平成２年４月に大学に入学し、親元から郵便局の口座に仕送り

を受けていたが、国民年金に加入した３年４月からは国民年金保険料分

が仕送りに追加され、そのお金で保険料を納付してきた。母が病気にな

った６年 10 月からは現金での仕送りとなり状況が変わったが、それ以

前と同じく保険料は納付していたので、申立期間が未納とされているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は平成３年４月からは国民年金保険料分が仕送りに追加され、そ

のお金で保険料をＡ市役所Ｂ支所で納付してきたと述べているところ、申

立人は申立書に、母が病気になった６年 10 月からは現金での仕送りとな

り状況が変わったと記載しており、オンライン記録には７年７月５日付け

の過年度保険料の納付書発行履歴が確認できることから、申立期間につい

ては、納付書が発行されるまで未納であったことがうかがえる。 

   また、申立人は申立期間当時、単身で生活しており、申立人のほかに保

険料の納付状況について供述を得ることができない上、申立期間の保険料

を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3613 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 30 年４月１日から 32 年６月まで 

    私は、Ａ社に昭和 28 年 11 月１日から 32 年６月頃まで勤務したが、

厚生年金保険被保険者の資格喪失日が 30 年４月１日と記録されており、

申立期間が厚生年金保険の被保険者期間でないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立

期間に氏名が確認できる元同僚の氏名を覚えていることから、当該事業所

に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、申立人が氏名を挙げた元同僚３名のうち、連絡先が判明した２

名及び当該事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において

唯一住所が判明した１名に照会したがいずれも回答を得ることができない

ことから、申立人の申立期間当時の勤務期間及び雇用実態について確認で

きない。 

   また、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

賃金台帳、源泉徴収票等の所在は不明であることから、申立人の申立期間

当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3614（事案 2646 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年 10 月１日から 23 年 11 月１日まで 

    私は、昭和 22 年 10 月１日にＡ社に入社し、31 年３月１日に退職す

るまで継続して勤務したが、申立期間についてＡ社での厚生年金保険の

被保険者記録が無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社は、昭和 22 年 12 月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっているところ、同社では、必ずしも新規

適用時から全従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったこと

がうかがえること、ⅱ）申立人が記憶している元同僚は、Ｂ社における被

保険者資格を同年 12 月１日に喪失し、Ａ社における被保険者資格を 23 年

11 月１日に取得しており、申立人と同じく申立期間は厚生年金保険の被

保険者となっていないこと、ⅲ）Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっているため、申立人の厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料

の控除について事業主等から聴取できないことなどを理由に、既に当委員

会の決定に基づき平成 22 年 11 月 10 日付けで年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、前回の審議結果に納得できないとして再申立てを行っ

ているが、Ａ社で昭和 22 年 12 月１日から 23 年 11 月１日までに厚生年金

保険被保険者の資格を取得している 30 名に新たに聴取したところ、入社

当時国内勤務であったとしている８名のうち７名は、「当該事業所での入

社日と厚生年金保険の資格取得日にはずれは無い。」と供述している上、

ずれがあると供述した１名も当該事業所が厚生年金保険の新規適用事業所

となった 22 年 12 月１日に被保険者資格を取得している。 



 

   また、入社当時Ｃ（地名）勤務であったとしている 21 名は、いずれも

申立人と同じく昭和 23 年 11 月１日に当該事業所で資格取得しており、そ

のうちの８名は、「前事業所から当該事業所に継続して勤務したが、厚生

年金保険の被保険者期間に欠落がある。」と供述している上、うち１名は、

「申立人と同じくＤ（職種）であった。」とも供述していることから、申

立期間当時、当該事業所では、国内勤務の者については厚生年金保険の適

用事業所となった日又は入社日に、Ｃ（地名）勤務の者については 23 年

11 月１日に一斉に資格取得手続を行ったことがうかがえ、当時の人事課

長及び経理課員も、「そのような運用をしていたのではないか。」と供述

している。 

   さらに、元同僚 11 名は、「申立人は、申立期間当時Ｃ（地名）に勤務

していた。」供述していることから、申立人についても他のＣ（地名）に

勤務していた者と同様、昭和 23 年 11 月１日に厚生年金保険の資格取得手

続が行われたと考えられる。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

ほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3615 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年１月４日から 35 年１月 15 日まで 

    私は、昭和 32 年までは社会保険に加入していない個人商店で働いて

おり、これでは病気になったら困ると思い、33 年１月４日にＡ社Ｂ事

業所に入社した。同社は、初めて社会保険に加入した会社であり、間違

えることは無いので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 33 年１月４日にＡ社Ｂ事業所に入社した。」と主張

しているところ、複数の元同僚に照会したが、申立人の入社時期について

記憶している者はおらず、申立人の勤務期間を特定することができない。 

   また、当該事業所の複数の元同僚は、「試用期間があった。」と供述し

ており、うち一人は、「入社した当初の２、３か月の厚生年金保険の加入

記録が無い。以前、ほかの人と話したときに、入社した当初の２、３か月

の記録が無いと言っていた。」と供述していることから、当該事業所は、

従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社し

てから相当期間経過後に加入させていたことがうかがえる。 

   さらに、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

当時の事業主の所在は不明である上、Ａ社の登記簿謄本で確認できる同社

の最後の代表取締役は、「当時の人事記録、賃金台帳等の関連資料は無

い。」と回答していることから、申立人の申立期間における厚生年金保険

料の控除について確認できない。 

   加えて、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる



 

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3616 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年 10月 22日から 29年８月１日まで 

             ② 昭和 29 年 10 月 25 日から 31 年５月１日まで 

    私は、昭和 28 年５月にＡ社Ｂ工場に入社し、同年 10 月の同工場閉鎖

後も、29 年７月頃まで、同工場のＣ（作業）に従事していたが、厚生

年金保険の被保険者資格喪失日は 28 年 10 月 22 日とされている。また、

29 年８月から 31 年４月まで、Ｄ社にＥ（職種）として勤務していたが、

当該事業所における被保険者資格喪失日は 29 年 10 月 25 日とされてい

る。申立期間①及び②が厚生年金保険に未加入となっていることに納得

できないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、「Ａ社Ｂ工場閉鎖後も、同社同工

場においてＣ（作業）に従事していた。」と主張しているが、申立人は、

申立期間①当時一緒にＣ（作業）に従事していた同僚の氏名を覚えてお

らず、申立人の申立期間①当時の勤務実態について確認することができ

ない。 

    また、Ａ社の事業主は、「申立期間①当時の資料は残っておらず、申

立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認することはできな

い。」と回答している。 

    さらに、Ａ社Ｂ工場が閉鎖するまで同社社員寮で申立人と同室であっ

た元同僚は、「私は、Ａ社Ｂ工場の閉鎖に伴い同社Ｆ工場勤務となった。

社員寮には、同社Ｂ工場の勤務期間だけしかいなかったので、申立人が、

同社Ｂ工場閉鎖後にＣ（作業）に従事していたかどうか覚えていな

い。」と供述している。 



 

    加えて、Ａ社Ｂ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

当該事業所は昭和 28 年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っていることが確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人の勤務及び退職時期に係る具体的な記

憶から、申立人がＤ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、当該事業所の事業主は、「当時の資料は残っておらず、

申立人の勤務実態及び保険料控除について確認することはできない。」

と回答している。 

    また、申立人は、「仕事はＥ（職種）で、事務所にいる時間が短かっ

たので元同僚の氏名を覚えていない。」と供述している上、当該事業所

の申立期間②において厚生年金保険の被保険者資格を取得した４名に文

書照会したところ、回答を得られた２名はいずれも、「申立人のことを

覚えていない。」と供述している。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間①及び②において、厚生年金保険被保険者として当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3617 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

    私は、平成 12 年 10 月 16 日から同年 10 月 31 日までＡ社にＢ（職

種）として勤めていたが、厚生年金保険の被保険者資格喪失日が同年

10 月 31 日となっているので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に、平成 12 年 10 月 31 日まで勤務していた。」と主

張している。 

   しかしながら、雇用保険の加入記録により、申立人は、当該事業所を平

成 12 年 10 月 30 日に離職したことが確認でき、離職日の翌日を厚生年金

保険の被保険者資格喪失日とするオンライン記録と符合する。 

   また、当該事業所の元事業主は、「会社は既に解散し、当時の関係資料

は廃棄しており、厚生年金保険の事務取扱は不明である。」と回答してい

る。 

   さらに、申立期間当時の事務担当者は、「申立人をＢ（職種）として雇

用していたことを記憶している。雇用保険の加入記録どおりで間違いな

い。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3618 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年３月から 30 年６月まで 

    私は、中学校を卒業後、Ａ社に昭和 28 年３月から 37 年４月まで勤務

したが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いので、被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚の供述から、申立人が申立期間において、Ａ社に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかし、当該事業所は昭和 51 年 12 月 16 日に厚生年金保険の適用事業

所でなくなっている上、当該事業所の元事業主は所在が不明のため、申立

人の勤務期間及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   また、オンライン記録において、申立人が氏名を挙げた元同僚は、申立

人と同じ昭和 30 年７月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得してい

ることが確認できる上、ほかの元同僚は、「会社は、しばらくの期間社員

を社会保険（厚生年金保険及び健康保険）に加入させていなかった。ほか

の従業員が、健康保険証が無いことを会社に言ったところ、未加入の従業

員を加入させたとの話を聞いた。」と供述していることから、申立期間当

時、当該事業所は、従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱

いではなく、入社してから相当期間経過後に加入させていたことがうかが

える。 

   さらに、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿によると、申立人は、昭

和 30 年７月１日に初めて厚生年金保険被保険者記号番号を払い出されて

いるところ、同日にＡ社において被保険者資格を取得していることが確認

でき、オンライン記録と一致する。 



 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3619 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年８月９日から 48 年 12 月１日まで 

    私は、申立期間において、Ａ市内のＢ社Ｃ事業所（現在は、Ｄ社）に

勤務し、Ｅ（業務）等の仕事をしていた。勤務当初から厚生年金保険に

加入していると思っていたので、厚生年金保険の被保険者記録が無いと

する年金事務所の回答に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間以前はＢ社Ｆ事業所に勤務していたが、昭和 46

年８月からＢ社Ｃ事業所に勤務した。Ｂ社Ｆ事業所で勤務していた元同僚

が同Ｃ事業所の事業主となったので一緒に移った。」と主張している。 

   しかし、オンライン記録によると、申立期間は当該事業所が厚生年金保

険の適用事業所となる前の期間であることが確認できる上、事業主は、

「申立期間当時は社会保険に加入しておらず、従業員には国民年金及び国

民健康保険に入るよう指示していた。その後、妻帯者などから要望があっ

たので、継続勤務が見込まれる者のみ、昭和 52 年５月１日から厚生年金

保険及び健康保険に加入させることにした。」と回答している。 

   また、Ｂ社Ｆ事業所を同じ頃に資格喪失している元同僚は、「Ｂ社Ｃ事

業所へは勤務していないので、詳しいことは分からない。」と供述してお

り、申立人の申立期間における当該事業所での勤務実態を確認できない上、

当該事業所に係る雇用保険の加入記録も確認できないことから申立人の勤

務期間を特定することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3620 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 10 月から 47 年９月１日まで 

             ② 昭和 52 年５月から同年９月まで 

    私は、Ａ社に勤務していた昭和 45 年 10 月から 47 年８月末までの期

間及びＢ社に勤務していた 52 年５月から同年９月までの期間、給与か

ら厚生年金保険料が控除されていたと思うので、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人から提出されたＡ社社内報及び元同僚

の証言から、申立人は、申立期間①に当該事業所で営業業務に従事して

いたことは推認できる。 

    しかし、Ａ社でＣ（業務）を担当していた元同僚は、「Ｄ（職種）は、

希望する人又は課長以上の管理職を厚生年金保険に加入させる取扱いだ

った。」と回答している。 

    また、申立人が氏名を挙げ、文書回答のあった元同僚４名のうち２名

は当該事業所における勤務期間と厚生年金保険の被保険者記録において、

９か月及び 15 か月の相違が確認できる。 

    さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申

立期間①において申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無

い。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、元同僚の証言により、申立人は、申立期間②

にＢ社に勤務していたことは推認できる。 



 

    しかし、申立人はＤ（職種）であったと供述しているところ、元事業

主は「Ｄ（職種）の従業員は、出入り（入社・退社）が激しく、厚生年

金保険に加入するか否かは本人の申出によるものであった。」と回答し

ている。 

    また、オンライン記録によると、申立人が氏名を挙げた元同僚３名の

うち、１名はＢ社に係る厚生年金保険の被保険者記録に氏名は無く、１

名は死亡しており、残る１名からは調査協力を得られなかった。 

    さらに、オンライン記録によると、当該事業所に係る厚生年金保険の

被保険者記録において、申立期間の資格取得者の中に申立人の氏名は無

く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

千葉厚生年金 事案 3621（事案 1799 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年１月１日から同年８月１日まで 

    私は、平成 21 年９月に年金記録の訂正を第三者委員会に要請し、22

年５月に訂正は認められないとの通知を受けたが納得できない。Ａ省の

公文書（『Ｂ社・給与関係綴』Ｃ（機関）Ｄ（施設）保管）によれば、

Ｂ社は昭和 22 年４月１日から 24 年 12 月 31 日の期間も存在している。

厚生年金保険料は法律で給料から控除すると定められており、私の申立

期間の厚生年金保険被保険者記録が無いのは社会保険庁（当時）の誤り

によるものであると考えるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ｂ社は、昭和 22 年４月１日に適用

事業所でなくなっており、申立期間はその後の期間であることなどから、

既に当委員会の決定に基づき平成 22 年５月 12 日付けで年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、Ａ省の公文書（『Ｂ社・給与関係

綴』Ｃ（機関）Ｄ（施設）保管）の存在を指摘し再調査を求めているとこ

ろ、Ｃ（機関）Ｄ（施設）が保管する『Ｂ社・バランスシート綴』のＢ社

第三部報告書において、Ｂ社は、昭和 22 年６月 10 日の閉鎖以後、「Ｅ

（機関）Ｆ事業所」という事業所名で記載されているところ、その所在地

の記載により、同事業所の所在地はＧ区Ｈであり、24 年４月 16 日の時点

では同区Ｉに所在していたことが確認でき、申立人の記憶する事業所所在

地と符合する。 

   しかし、申立人が指摘しているＣ（機関）Ｄ（施設）が保管する『Ｂ

社・給与関係綴』によると、昭和 24 年４月から同年７月までの給料計算



 

表において、申立人の氏名は無い上、同給料計算表の様式において、厚生

年金保険料の控除欄は無く、所得税のみが控除されていることが確認でき

る。 

   また、Ｃ（機関）が保管する前述の公文書及びＪ（機関）が保管する書

籍『Ｋ』及び『Ｌ』による調査結果から、Ａ社は、昭和 22 年６月 10 日に

閉鎖され、Ｅ（機関）及びＭ（機関）に業務が引き継がれているが、オン

ライン記録において、Ｅ（機関）及びＭ（機関）のいずれも厚生年金保険

の適用事業所として確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3622 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間のうち平成 15年３月 24日から同年４月１日までの

期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間のうち平成 15年４月１日から 17年４月１日

までの期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年３月 24日から同年４月１日まで 

             ② 平成 15年４月１日から 17年４月１日まで 

    私は、平成 15 年３月にＡ社に入社し、17 年３月末まで継続して勤務

していたが、申立期間①の入社時の年金記録が欠落している。また、同

社に勤めていた申立期間②の給与額は 50 万円以上であったが、社会保

険事務所（当時）の申立期間の標準報酬月額の記録は 26万円から 32万

円とかなり低くなっている。申立期間の給与明細書を提出するので、厚

生年金保険料の控除額を確認の上、正当な標準報酬月額に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

  １ 申立期間①については、雇用保険の加入記録により、申立人は申立期

間①において、Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

    しかし、当該事業主は、「申立人は他の採用者とともに平成 15 年３

月はパート扱いで、同年４月に正社員として正式採用して社会保険加入

の手続を行った。」と回答しており、事業主から提出された「厚生年金

保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」により、資格取

得年月日は同年４月１日として届け出ていることが確認できる。 

    また、当該事業主は、「厚生年金保険料は当月控除していた。」と回



 

 

答しているところ、申立人から提出された同年３月の給与明細書及び事

業主から提出された給与明細一覧表から、同年３月に係る保険料は控除

されていないことが確認できる。 

    さらに、申立人は、平成 15年３月 16日に国民年金に加入しており、

同年９月２日に同年３月の国民年金保険料を過年度納付していることが

確認できる。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人から提出された給与明細書及びＡ社か

ら提出された給与明細一覧表により、申立人の主張するとおり、オンラ

イン記録上の標準報酬月額よりも高い報酬月額が支給されていたことが

確認できる。 

    一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していると

認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬

月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方

の額を認定することとなる。 

    したがって、給与明細書及び給与明細一覧表で確認できる申立期間②

の厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、いずれもオンライン

上の標準報酬月額と一致していることから、特例法による保険給付の対

象に当たらないためあっせんは行わない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3623 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年５月１日から 35 年５月５日まで 

    私は、Ａ社Ｂ事業所に勤務した申立期間については脱退手当金を受給

していない。調査の上、記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ事業所のＣ（業務）担当者が、申立期間当時を知る者に照会した

結果として、「当時、会社が代理請求していたようである。」と供述して

いるほか、元同僚が「会社が請求してくれていた。」と供述しているとこ

ろ、申立人と同時期に退職し受給記録が存する女子職員 25 人（申立人を

除く。）のうち 18 人がオンライン記録において脱退手当金が支給されて

いることになっており、申立期間当時は通算年金制度創設前であったこと

を踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求

がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４カ月後の昭和

35 年９月 10 日に支給決定されているほか、申立人に係る厚生年金保険台

帳（旧台帳）には、脱退手当金算定のために必要となる標準報酬月額等を

社会保険庁（当時）から当該脱退手当金を裁定した社会保険事務所（当

時）へ回答したことが記録されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3624 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月１日から 41 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 40 年３月１日から 41 年９月 30 日までＡ社の一事業部門

であるＢ事業所(その後、別法人としてＣ社となる。）で勤務していた

が、この期間が、厚生年金保険被保険者期間と認められないと社会保

険事務所（当時）から回答を受けた。申立期間について被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主からの回答及びＢ事業所のＤ部門で勤務していた女性の元従業員

の供述から、申立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことは

推認できる。 

   しかしながら、事業主は、「申立期間当時の関係書類は保存されておら

ず、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認できな

い。」と回答している。 

   また、オンライン記録によると、申立人同様にＥ（職種）であり、申立

人が先輩として氏名を挙げた二人の元同僚は、申立期間において厚生年金

保険被保険者としての記録が確認できない。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、厚生

年金保険被保険者としての記録が確認でき、申立人を記憶している女性の

元従業員からは申立人の厚生年金保険の適用状況について具体的な証言を

得ることができない。 

   さらに、上記被保険者名簿において、申立期間に申立人の氏名は無く、

健康保険の整理番号に欠番はない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



 

 

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3625 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から７年４月１日まで 

    私は、平成６年４月から７年３月末までＡ社に勤務し、６年７月から

厚生年金保険料を給与から控除されていたはずなので、この期間の厚生

年金保険の加入記録が欠落していることは納得できない。調査して厚生

年金保険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間のうち平成６年８月

21 日から７年３月 20 日までの期間、Ａ社に勤務していたことは確認でき

る。 

   しかしながら、オンライン記録において、当該事業所は平成９年９月

24 日に厚生年金保険の適用事業所になっていることが確認でき、申立期

間は適用事業所になる前の期間である。 

   また、元事業主に厚生年金保険の適用状況等について照会したところ、

「当社は、申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所でなかったので、申

立人の給与から厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

   さらに、申立人は元同僚の氏名を記憶していないことから、当該事業所

が厚生年金保険の適用事業所になった平成９年９月 24 日において、厚生

年金保険被保険者資格を取得した複数の元同僚に照会したが、申立人の厚

生年金保険の適用状況及び保険料の控除について回答は得られなかった。 

   加えて、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3626（事案 1275 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 12 月１日から 10 年 11 月１日まで 

    私のＡ社における厚生年金保険の被保険者記録は、平成９年 12 月か

ら 10 年 10 月までの期間に係る標準報酬月額が９万 2,000 円とされてい

るが、当該標準報酬月額は一方的に変更されたものであるので納得でき

ない。実際の給与と比較すると低額なので、標準報酬月額の記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、オンライン記録によると、申立人の

Ａ社における標準報酬月額は遡及して訂正されていることが確認できるが、

申立人は、当該事業所の代表取締役であり、社会保険料の滞納があったこ

とを認めている上、申立人は、「代表者印については自分が（申立人が不

在時は申立人の妻）管理していた。」と供述していること、及び年金事務

所では「標準報酬月額の遡及訂正を行う場合、会社の代表印が押印された

届書が必要である。」と回答していることを考え併せると、代表取締役で

あった申立人が当該遡及処理に関与していないとは認め難いことから、代

表取締役が自らの標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、当該処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されないとして、既に当委

員会の決定に基づき平成 21 年 11 月 12 日付けで年金記録の訂正は必要で

ないとする通知が行われている。 

   今回、申立人からは、標準報酬月額の遡及訂正に関与していなかったこ

とを示す新たな資料の提出は無く、再度、標準報酬月額の遡及訂正処理は

社会保険事務所（当時）による一方的な記録の訂正であり、申立人自身は

当該遡及訂正に関与しておらず、前回の審議結果に納得できないと主張し



 

 

ている。 

   しかしながら、Ａ社に係る滞納処分票によると、当該事業所は平成９年

９月から社会保険料を滞納しており、10 年２月までは納付期限後に納付

していることが確認できる上、当該事業所に対して社会保険事務所から複

数回にわたり保険料納入の督促が行われ、申立人は滞納保険料の納入につ

いて社会保険事務所との交渉に当たっていることが確認できることから、

申立人が当該標準報酬月額の遡及訂正処理に関与していなかったとは認め

られない。 

   そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録訂正を認めることはできない。 



 

 

千葉厚生年金 事案 3627 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年９月 26 日から 59 年１月４日まで 

             ② 昭和 59 年４月１日から同年６月１日まで 

    私は、昭和 58 年９月 26 日から 59 年３月末まではＡ社に、同年４月

１日から同年 12 月末まではＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務していたにも

かかわらず、厚生年金保険被保険者の資格取得日が、それぞれ同年１月

４日及び同年６月１日とされていることは納得できない。調査して厚生

年金保険の資格取得日を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ａ社からの回答書により、申立人が当該事業

所に勤務していたことは確認できる。 

    しかしながら、当該事業所は、「当社には、試用期間が３か月あり、

試用期間が終了した時点で従業員を厚生年金保険に加入させていた。」

と回答している。 

    また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

申立期間①において厚生年金保険被保険者の資格を有する複数の元同僚

に照会したところ、そのうち一人は、「入社後３か月間は試用期間で、

社会保険には加入していなかった。」と証言していることから、当該事

業所は、従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではな

く、入社してから３か月経過後に加入させていたことがうかがえる。 

    さらに、雇用保険の加入記録において、申立人の当該事業所における

資格取得日は厚生年金保険の加入記録と一致している上、ほかに申立人

の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 



 

 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、「昭和 59 年４月１日から同年 12 月

末までＢ社に勤務していた。」と主張している。 

    しかしながら、Ｃ社は、「申立期間②当時の資料が保存されていない

ため、申立人の厚生年金保険の適用及び保険料の控除の状況については

不明である。」と回答している上、当該事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿により、申立期間②において厚生年金保険被保険者の

資格を有する複数の元同僚に照会したが、申立人の勤務実態及び厚生年

金保険の適用状況について確認できる証言は得られなかった。 

    また、企業年金連合会から提出された厚生年金基金の加入記録による

と、申立人は当該事業所において昭和 59 年６月１日に厚生年金基金加

入員の資格を取得し、60 年１月１日に資格を喪失していることが確認

でき、厚生年金保険の加入期間と一致している上、当該加入期間は雇用

保険の加入記録とも符合する。 

    さらに、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 


